
検査対象軽自動車の自動車検査証の電子化について 
 

令和６年１月から、軽自動車（検査対象軽自動車）について、電子化された自動車検査証（電

子車検証）の交付が始まります。 

あわせて、国土交通省で導入されている「車検証閲覧アプリ」において、軽自動車も利用可

能となります。 

なお、電子車検証の IC タグの読取り環境が普及するまでの当面の間（令和 6 年 1 月から 

3 年程度）は、検査協会窓口での電子車検証の交付又は IC タグ内の書換え時に、電子車検

証 IC タグ内の情報が記載された「自動車検査証記録事項」が交付されます。 

詳しい内容については、下記サイトよりご確認ください。 

https://www.keikenkyo.or.jp/keikyo_001962.html 

 


